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◆教育相談
教育委員会学校教育課
☎74－2000 月～金  8：30～17：00

◆子ども家庭相談
こども家庭センター
☎73－3111［内線182～183］ 月～金  8：30～17：00

◆子育て相談（電話）
ピュアランド（七重浜こども園）
☎49－2590 月～金  9：00～17：00

ちいぱっぱクラブ（東前子育て支援拠点施設）
☎77－7151 月～土  9：00～17：00

なかよし広場（第二東光保育園）
☎73－8154

月～金
土

10：00～17：00
10：00～13：00

ゆめのポケット（大野保育園）
☎77－1904

月～金
土

10：00～17：00
10：00～13：00

おひさまクラブ（久根別子育て支援拠点施設）
☎73－5567

月～金
土

10：00～17：00
 9：00～14：00

◆心配ごと相談（電話）
北斗市社会福祉協議会
☎74－2500 月～金  9：00～17：00

◆防災行政無線放送内容案内［Ｊアラート情報・避難情報］
自動音声ダイヤル
☎0800－800－9918（無料） 24時間

【ご注意】◆法律相談は予約制です。

［市の木］
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9 September

10 October

3 ◆法律相談［13：00～15：00］かなで～る

4
5 ◆人権悩みごと相談・行政相談［9：30～12：00］総合分庁舎

◆消費生活相談［10：00～15：00］市役所

6
7
8
9 ◆消費生活相談［10：00～15：00］総合分庁舎

10 ☆おはなし会［10：30～11：00］市立図書館（本館）
◇３歳児健診［12：20～13：30］保健センター

11 ◇10か月児健診［12：50～14：00］保健センター
◇移動ちいぱっぱ［12：50～14：30］保健センター

12 ◆人権悩みごと相談・行政相談［9：30～12：00］れいんぼー
◆消費生活相談［10：00～15：00］市役所
◇１歳８か月児健診［12：20～13：30］保健センター

13 農地相談［9：00～16：00］総合分庁舎

14 ☆おはなしひろば［10：30～11：30］市渡会館

15
16 敬老の日

17 ◆消費生活相談［10：00～15：00］総合分庁舎

18
19 ◆消費生活相談［10：00～15：00］市役所

20
21 ☆おはなし会［10：30～11：00］市立図書館（本館）

22 秋分の日

23 振替休日

24 ◆消費生活相談［10：00～15：00］総合分庁舎
◇乳幼児健診［12：50～14：00］せせらぎ保健センター
◆法律相談［13：00～15：00］かなで～る
マイナンバーカード夜間窓口（予約制）［17：00～19：30］

25 ◇４か月児健診［12：50～14：00］保健センター
◇移動ちいぱっぱ［12：50～14：30］保健センター

26 ◇赤ちゃん相談［10：00～11：00］保健センター
◆人権悩みごと相談・行政相談［9：30～12：00］かなで～る
◆消費生活相談［10：00～15：00］市役所

27
28 ☆おはなしひろば［9：00～11：00］上磯小学校

29 ☆おはなし会［10：30～11：00］市立図書館（分館）

30 ◆消費生活相談［10：00～15：00］総合分庁舎

1 ◆法律相談［13：00～15：00］かなで～る

2
3 ◆人権悩みごと相談・行政相談［9：30～12：00］総合分庁舎

◆消費生活相談［10：00～15：00］市役所

4
5
6 特設行政相談［9：00～12：00］茂辺地住民センター
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　今回は、10月27日に行われる植樹祭に苗を提供いただく種苗協議会の
方々にお話を伺いました。（種苗協議会は、主に山に植林する苗木の生産を
行っています。森づくりには欠かせません）
　「植樹祭に使う苗は、ミズナラとブナです。種をまいてから出荷まで約２
年、木材として重宝されているトドマツなら５年かかります。近年の温暖
化などの異常気象も、苗の生育に影響を与えていて、特にブナは近年５年
に１度程度しか実がつかず、種子の確保も難しいです」と語ります。
　苗木の育成には、長期的な視点が必要です。
　「種まき、植え替え、水やり、除草など樹種によって２年から６年育てて
から出荷されるので、需給バランスの管理も重要です。さらに、植林され
た苗木が成長するには、30年から50年かかります。若い頃に育てた苗木
が、自分が生きている間にいい木材になってくれているのを見ることがで
きたら嬉しいです」
　最後に、協議会の方々の願いを伺いました。「木は二酸化炭素の吸収に貢
献し、脱炭素社会には欠かせません。山に木があることの大切さをみんな
に分かってほしいですね」
　林業は長いスパンの仕事。森林保護と環境問題解決に向け、種苗協議会
の方々の熱意が伝わってきました。

市民課市民係［内線112～113］問

渡島地区種苗協議会のみなさん


